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応募要項 
 
◆募集期間 2009 年 9 月 7 日～10 月 30 日  
 
◆応募対象 特産品やオリジナル商品ならびに社名のブランド化に取り組み事業を拡大し

たいと思っている事業者または団体。  
 
◆応募資格：特に無し。 但し、受賞後の BrandACT 戦略会議に全日程、出席できる方 
・応募形式：個人、法人、団体 
   
◆応募方法   

指定の応募用紙を指定ホームページよりダウンロードし、応募用紙にご記入のうえ、事

務局までメールにてご送付ください。  
 厳正なる審査の上、５件を選定します。 
  ※５件については、１２月１２日にプレゼンテーションを実施し、最終審査いたしま

す。応募用紙に記載した内容にてプレゼンテーション用の資料を作成してください。 
   当日は、パソコン用のプロジェクターを準備していますので、ご利用ください。 
           
◆参加費  
無 料  

 
◆応募にあたっての 
注意事項  
● 応募件数は無制限です。ひとりで何件でもご応募いただけますが、1 プランにつき 1

枚の応募用紙でご応募ください。  
● 応募プランの特許権などの知的所有権につきましては応募者に帰属します。ただし 

特許・実用新案権などの知的財産権、企業秘密やいかなるノウハウなどの情報の法的

保護についても、応募者の責任において対策を講じた上で、一般に公表しても差し

支えない発表内容を決定するものとし、主催者、共催者、審査委員はなんら責任を

負わないものとします。  
  
◆審査基準  
  ５項目の審査基準を設けています。 

各審査員が項目毎に１０点または５点配分の合計４０点にて採点します。 
① ブランドオリジナリティ（新規性） 
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  ② ブランド化可能性（成長性） 
  ③ ブランドマーケティング（戦略性） 
  ④ ブランドマネージメント（継続性） 
  ⑤ ブランド化への投資（投資性） 
   
◆賞  
［ 最優秀賞 ］1 件   ［ 優秀賞 ］2 件 

 【特典】 
●最優秀賞 
・商標出願（１区分）及びその登録手続を維新国際特許事務所で代理、印紙代及び

事務所手数料は BrandACT が全額負担 
   ・BrandACT 戦略会議への参加料無料 

（期間平成 22 年 2 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日） 
  ●優秀賞 
    ・商標出願（１区分）についてのみ維新国際特許事務所で代理、事務所手数料は 

BrandACT が全額負担（印紙代は受賞者負担） 
   ・BrandACT 戦略会議への参加料無料 

（期間平成 22 年 2 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日） 
 

◆審査委員  
審査委員長  やまぐち総合研究所（有）取締役所長 中村 伸一 
審査員    維新国際特許事務所 所長 弁理士 井上 浩  

         維新国際特許事務所    南瀬 透  
特別審査員 コンテスト当日発表 
 

◆BrandACT 事務局   
  ・やまぐち総合研究所有限会社    担当 中村伸一 
   山口市熊野町 1－10NPY ビル 2 階 
   TEL:083-920-1375     Mail: brand@yamasoken.com 

   
・維新国際特許事務所               担当 南瀬 透 

   山口市熊野町 1－10NPY ビル 1 階 
   TEL:083-901-2233     Mail: minase@iipi.jp 

 


